
事業報告書の未提出について、次の通り報告致します。

報

事業報告書の未提出の理由

(D 未提出事業報告書の期問

平成31年4月1日~令和5年3月31日の4年間分

(2)未提出に至った理由

事務を担当していた者の死去とコロナ禍の影響により、事務

の引継ぎを円滑に行うことができず、報告書の作成が滞ってし

まいました。

関係各位並びに市民の皆様には多大恋ご迷惑をお掛けして申

し訳ありませんでした。

神戸市北区淡河町南僧尾 663番地

令和5年Ⅱ月17日

2.今イ麦について

未提出の事業報告書については、年内を目処に早急に作成し、提出す

るとともに、今後は関係者間の連絡を密に行い、事務手続きを滞りなく

進め、このようなことがないよう努めてまいります。
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理事長藤井慶
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